
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

閉塞部に有底略筒状のパイプ部を有し、前記パイプ部の下方部に
略横方向へ開口しフィルターの上下間を連通する孔を設け 器洗い機。
【請求項２】
　

閉塞部を上方部とする 周壁部を有し、前記周壁
部に略横方向に開口しフィルターの上下間を連通する孔を設け 器洗い機。
【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
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食器を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽の底部に設けた排水孔と、前記排水孔の底面に設
けられポンプに連通する、前記排水孔より面積が小さい吸込口と、前記排水孔内に設けた
フィルターとを備え、前記フィルターは、格子状のリブと前記吸込口に対応する位置に形
成した閉塞部とを有し、格子状のリブの下面と前記排水孔の底面との間に隙間を設けるよ
うに配設し、かつ、前記

た食

食器を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽の底部に設けた排水孔と、前記排水孔の底面に設
けられポンプに連通する、前記排水孔より面積が小さい吸込口と、前記排水孔内に設けた
フィルターとを備え、前記フィルターは、格子状のリブと前記吸込口に対応する位置に形
成した閉塞部とを有し、格子状のリブの下面と前記排水孔の底面との間に隙間を設けるよ
うに配設し、かつ、前記 二重のリング状の

た食

フィルターは、排水孔の略全域を覆うように配設した請求項１または２記載の食器洗い
機。



【発明の属する技術分野】
　本発明は、食器の洗浄を行う食器洗い機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、この種の食器洗い機は図８および図９に示すように構成していた。以下、その構
成について説明する。
【０００３】
　図８に示すように、食器洗い機本体１は、内部に洗浄槽２を設けており、この洗浄槽２
内へ、給水弁３により水または湯を供給するようにしている。洗浄槽２の底部に排水孔４
を設け、この排水孔４に設けた吸込口５とその吸込口５に連通し、モータ６によって駆動
される洗浄ポンプ７を取り付け、この洗浄ポンプ７により洗浄水を洗浄槽２の内部に循環
するよう構成している。
【０００４】
　すなわち、この循環は、洗浄水がこの排水孔４に設けた吸込口５に連通した洗浄ポンプ
７に吸いこまれ、洗浄ポンプ７より洗浄槽２の内底部に設けた洗浄ノズル８に供給され、
この洗浄ノズル８から噴射され、食器を洗浄した後、再び洗浄槽底部２ａおよび吸込口５
に戻るという経路で行われる。
【０００５】
　洗浄ノズル８と洗浄槽２の底部との間には、洗浄水加熱用のヒータ９を装備している。
また、洗浄ノズル８の上方には、食器１０を整然と配置でき、洗浄水を効果的に食器１０
に噴射するように構成した食器かご１１を設置している。また、洗浄槽２の前面部には、
開閉自在な扉１２を取り付けている。
【０００６】
　食器かご１１には複数の移動用ローラを配設し、開放した扉１２の上部を食器洗い機本
体１の前面外部へ引き出し可能になっている。また、排水ポンプ１３は、排水ホース１４
を通して洗浄水を機外に排出するものである。
【０００７】
　ここで、排水孔４および吸込口５周辺の構成を説明すると、図８に示すように、洗浄ポ
ンプ７および排水ポンプ１３を排水孔４に比べて低い位置に配置する場合、吸込口５を真
下に向かって配置している。この構成は、洗浄ポンプ７が洗浄水水面に対して低くなって
いるので、空気をまき込みにくくその能力を安定して発揮しやすい。
【０００８】
　また、排水行程での排水ポンプ１３の動作時においても、排水ポンプ１３に空気がかみ
こむタイミングが遅れ、その能力を発揮している時間が長く、食器洗い機の機器としての
残水を減少させることができる。このように、洗浄ポンプ７や排水ポンプ１３の性能に対
して、この構成は有効である。
【０００９】
　また、吸込口５の上方には、図９に示すように、目の粗い格子状のフィルター１５を配
置し、大きな食品くず等の残さいをそこで捕捉し、洗浄ポンプ７や排水ポンプ１３に侵入
しないようにしている。これは、大きな残さいが洗浄ポンプ７、排水ポンプ１３に侵入し
てポンプに詰まり、ロックするのを防ぐためである。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、このような従来の構成では、洗浄ポンプ７や排水ポンプ１３の能力を発
揮しやすいが、爪楊枝などの細長い形状をした異物は、フィルター１５の格子を通過する
。このため、洗浄ポンプ７や排水ポンプ１３にそれらの異物が詰まり、モータ６のロック
に至る場合がある。
【００１１】
　本発明は上記従来の課題を解決するもので、爪楊枝などの細長い異物がフィルターを通
過して吸込口に吸い込まれるのを防止し、洗浄槽の底部に対してポンプの位置を低くして
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性能をよくする構成のものに対しても、異物がポンプに侵入しないようにし、品質が安定
した食器洗い機を提供することを目的としている。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記目的を達成するために、

前記吸込口に対応する位置に

ものである。
【００１３】
　これにより、爪楊枝などの細長い異物がフィルターを通過して吸込口に吸い込まれるの
を防止することができ、洗浄槽の底部に対してポンプの位置を低くして性能をよくする構
成のものに対しても、異物がポンプに侵入しないようにでき、品質が安定した食器洗い機
を得ることができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、

ものであり、閉塞部により爪楊枝などの細長い異物がフィルターを通過して吸込口
に吸い込まれるのを防止することができ、洗浄槽の底部に対してポンプの位置を低くして
性能をよくする構成のものに対しても、通常の残さい以外に爪楊枝などの細長い異物もポ
ンプに侵入しないようにすることができ、品質が安定した食器洗い機を得ることができる

た ィルターにより爪楊枝などの細長い異物も通過するのを防ぐとともに、フィル
ターの洗浄水が通過する面積を増やすことができて、ポンプの性能をよくすることができ

【００１５】
　請求項 に記載の発明は、

閉塞部を上方部とする
周壁部を有し、前記周壁部に略横方向に開口しフィルターの上下間を連通する孔を設け

たものであり、フィルターにて爪楊枝などの細長い異物も通過するのを防ぐとともに、フ
ィルターの洗浄水が通過する面積を増やすことができ、ポンプの性能をよくすることがで
き
【００１６】

【００１７】
【実施例】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら説明する。なお、従来例と同じ構
成のものは同一符号を付して説明を省略する。
【００１８】
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食器を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽の底部に設
けた排水孔と、前記排水孔の底面に設けられポンプに連通する、前記排水孔より面積が小
さい吸込口と、前記排水孔内に設けたフィルターとを備え、前記フィルターは、格子状の
リブと 形成した閉塞部とを有し、格子状のリブの下面と前記
排水孔の底面との間に隙間を設けるように配設し、かつ、前記閉塞部に有底略筒状のパイ
プ部を有し、前記パイプ部の下方部に略横方向へ開口しフィルターの上下間を連通する孔
を設けた

食器を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽の底部に設け
た排水孔と、前記排水孔の底面に設けられポンプに連通する、前記排水孔より面積が小さ
い吸込口と、前記排水孔内に設けたフィルターとを備え、前記フィルターは、格子状のリ
ブと前記吸込口に対応する位置に形成した閉塞部とを有し、格子状のリブの下面と前記排
水孔の底面との間に隙間を設けるように配設し、かつ、前記閉塞部に有底略筒状のパイプ
部を有し、前記パイプ部の下方部に略横方向へ開口しフィルターの上下間を連通する孔を
設けた

。ま 、フ

る。

２ 食器を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽の底部に設けた排水孔
と、前記排水孔の底面に設けられポンプに連通する、前記排水孔より面積が小さい吸込口
と、前記排水孔内に設けたフィルターとを備え、前記フィルターは、格子状のリブと前記
吸込口に対応する位置に形成した閉塞部とを有し、格子状のリブの下面と前記排水孔の底
面との間に隙間を設けるように配設し、かつ、前記 二重のリング状
の

る。

　また、請求項３に記載の発明は、フィルターは、排水孔の略全域を覆うように配設した
ものであり、フィルターにて爪楊枝などの細長い異物を通過するのをより一層防ぐことが
できる。



　（実施例１）
　図１および図２に示すように、フィルター１６は、全体を格子状リブ１６ａで構成して
フィルター１６の上下面を連通し、吸込口５の上方に配置し、大きな食品くず等の残さい
を捕捉するようにし、吸込口５に対応する位置に吸込口５を覆うように閉塞部１６ｂを設
けている。ここで、吸込口５は、洗浄槽２の底部に設けた排水孔４、すなわち洗浄槽２の
下方に設け、図３に示すように、モータ６によって駆動される洗浄ポンプ（ポンプ）７お
よび排水ポンプ（ポンプ）１３に連通している。他の構成は従来例と同じである。
【００１９】
　上記構成において作用を説明する。吸込口５に対応していない格子状リブ１６ａの部分
では、大きな異物はフィルター１６の格子状リブ１６ａの上面にて捕捉され、洗浄ポンプ
７および排水ポンプ１３への侵入を防止することができ、また、爪楊枝などの細長い形状
の異物は、フィルター１６の格子状のリブ１６ａの下面と排水孔４の底面との間を狭くし
ているので、この部分を曲がれないで止まり、洗浄ポンプ７および排水ポンプ１３への侵
入を防止することができる。
【００２０】
　また、吸込口５に対応する位置には、吸込口５を覆うように閉塞部１６ｂを設けている
ので、大きな異物や爪楊枝などの細長い形状の異物の侵入を防止することができる。した
がって、洗浄ポンプ７および排水ポンプ１３を排水孔４に対して低い位置に配置した性能
のよい食器洗い機に対して、爪楊枝などの細長い形状の異物の通過をなくすることができ
、モータのロックを防ぐことができる。これにより、ポンプ性能がよく、異物の通過によ
るモータロックに至る恐れがない食器洗い機を得ることができる。
【００２１】
　なお、本実施例では、吸込口５は洗浄ポンプ７、排水ポンプ１３の両方に連通している
が、洗浄ポンプ７、排水ポンプ１３どちらか一方に連通しているだけでも同様の効果を得
ることができる。
【００２２】
　（実施例２）
　図４および図５に示すように、フィルター１７は、全体を格子状リブ１７ａで構成して
フィルター１７の上下面を連通し、吸込口５の上方に配置し、大きな食品くず等の残さい
を捕捉するようにし、吸込口５に対応する位置に吸込口５を覆うように閉塞部１７ｂを設
けている。閉塞部１７ｂの略中央に、下に向けて有底略筒状のパイプ部１７ｃを設け、こ
のパイプ部１７ｃの下方部に略横方向へ開口した孔１７ｄを設け、フィルター１７の上下
間を連通している。他の構成は上記実施例１と同じである。
【００２３】
　上記構成において作用を説明する。吸込口５に対応していない格子状リブ１７ａの部分
では、大きな異物はフィルター１７の格子状リブ１７ａの上面にて捕捉され、洗浄ポンプ
７および排水ポンプ１３への侵入を防止することができ、また、爪楊枝などの細長い形状
の異物は、フィルター１７の格子状のリブ１７ａの下面と排水孔４の底面との間を狭くし
ているので、この部分を曲がれないで止まり、洗浄ポンプ７および排水ポンプ１３への侵
入を防止することができる。
【００２４】
　また、吸込口５に対応する部分では、上から投影的に見たとき、閉塞部１７ｂおよびパ
イプ部１７ｃの下面により直接吸込口５は見えず、ほぼ吸込口５を覆っているので、大き
な異物や爪楊枝などの細長い形状の異物の侵入を防止することができる。
【００２５】
　つぎに、孔１７ｄでは大きい異物は孔１７ｄの上部で、洗浄ポンプ７および排水ポンプ
１３への侵入を防止することができ、爪楊枝などの細長い形状の異物は孔１７ｄでは、パ
イプ部１７ｃの側壁と下面および孔１７ｄにより曲がれないので異物の侵入を防止するこ
とができる。さらに、孔１７ｄは洗浄水を通過させることができるので、フィルター１７
を通過し循環する洗浄水を増やすこともできる。
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【００２６】
　したがって、洗浄ポンプ７および排水ポンプ１３を排水孔４に対して低い位置に配置し
た性能のよい食器洗い機に対して、爪楊枝などの細長い形状の異物の通過をなくし、モー
タ６のロックを防ぐことができ、ポンプの性能を向上することができるので、よりポンプ
性能がよく、異物の通過によるモータロックに至る恐れがない食器洗い機を得ることがで
きる。
【００２７】
　ここで、実際成型時には、孔１７ｄは若干ずれていて投影的にわずかな隙間ができる場
合もあるが、その効果に対して問題にならない程度である。
【００２８】
　なお、パイプ部１７ｃは、閉塞部１７ｂに複数個設けてもよく、また、パイプ部１７ｃ
に複数の孔１７ｄを設けてもよい。
【００２９】
　（実施例３）
　図６および図７に示すように、フィルター１８は、全体を格子状リブ１８ａで構成して
フィルター１８の上下面を連通し、吸込口５の上方に配置し、大きな食品くず等の残さい
を捕捉するようにし、吸込口５に対応する位置に吸込口５を覆うように閉塞部１８ｂを設
けている。この閉塞部１８ｂを上方部とする２重のリング状の周壁部１８ｃを設け、内側
の周壁部１８ｃに略横方向に開口した孔１８ｄを設け、フィルター１８の上下間を連通し
ている。他の構成は上記実施例１と同じである。
【００３０】
　上記構成において作用を説明する。吸込口５に対応していない格子状リブ１８ａの部分
では、大きな異物はフィルター１８の格子状リブ１８ａの上面にて捕捉され、洗浄ポンプ
７および排水ポンプ１３への侵入を防止することができ、また、爪楊枝などの細長い形状
の異物は、フィルター１８の格子状のリブ１８ａの下面と排水孔４の底面との間を狭くし
ているので、この部分を曲がれないで止まり、洗浄ポンプ７および排水ポンプ１３への侵
入を防止することができる。
【００３１】
　また、吸込口５に対応する部分では、投影的に見たとき、閉塞部１８ｂおよびリング状
の周壁部１８ｃの下面により直接吸込口５は見えず、ほぼ吸込口５を覆っているので大き
な異物や爪楊枝などの細長い形状の異物の侵入を防止することができる。
【００３２】
　つぎに、孔１８ｄでは、爪楊枝などの細長い形状の異物は孔１８ｄでは周壁部１８ｃの
側壁と下面および孔部１８ｄにより細長い異物が曲がれないので、異物の侵入を防止する
ことができる。さらに、孔１８ｄは洗浄水を通過させることもでき、上記実施例２よりも
数多く孔部１８ｄを設けているので、フィルター１８の洗浄水が通過する面積をほとんど
減らすことなく、異物の侵入を防止することができる。よって、循環する洗浄水をさらに
増やすことができる。
【００３３】
　したがって、洗浄ポンプ７および排水ポンプ１３を排水孔４に対して低い位置に配置し
た性能のよい食器洗い機に対して、爪楊枝などの細長い形状の異物の通過をなくしてモー
タ６のロックを防ぐことができ、ポンプの性能を向上することができるので、よりポンプ
性能がよく、異物の通過によるモータロックに至る恐れがない食器洗い機を得ることがで
きる。
【００３４】
　ここで、上記実施例２同様に、実際成型時には、孔１８ｄは若干ずれていて投影的にわ
ずかな隙間ができる場合もあるが、その効果に対して問題にならない程度である。
【００３５】
　なお、本実施例では、内側の周壁部１８ｃに略横方向に開口した孔１８ｄを設けている
が、外側の周壁部１８ｃに略横方向に開口した孔１８ｄを設けてもよく、同様の作用効果
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を得ることができる。
【００３６】
【発明の効果】
　以上のように本発明の請求項１に記載の発明によれば、

から、閉塞部により爪楊枝などの細長い異物がフィルターを通
過して吸込口に吸い込まれるのを防止することができ、洗浄槽の底部に対してポンプの位
置を低くして性能をよくする構成のものに対して、爪楊枝などの細長い異物をポンプに侵
入しないようにすることができ、モータのロックを防ぐことができるので、ポンプの性能
がよく、異物の通過によるモータロックがなく、品質が安定した食器洗い機を得ることが
できる た ィルターにより爪楊枝などの細長い異物も通過するのを防ぐとともに、
フィルターの洗浄水が通過する面積を増やすことができて、ポンプの性能を向上すること
ができ、異物の通過によるモータロックがない食器洗い機を得ることができる。
【００３７】
　また、請求項 に記載の発明によれば、

閉塞部を上方部とする
周壁部を有し、前記周壁部に略横方向に開口しフィルターの上下間を連通

する孔を設け から、フィルターにて爪楊枝などの細長い異物も通過するのを防ぐととも
に、フィルターの洗浄水が通過する面積を増やすことができ、ポンプの性能をよくするこ
とができ、異物の通過によるモータロックがない食器洗い機を得ることができる。
【００３８】
　

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施例の食器洗い機の要部断面図
【図２】　同食器洗い機の一部切欠した要部斜視図
【図３】　同食器洗い機の縦断面図
【図４】　本発明の第２の実施例の食器洗い機の要部断面図
【図５】　同食器洗い機の一部切欠した要部斜視図
【図６】　本発明の第３の実施例の食器洗い機の要部断面図
【図７】　同食器洗い機の一部切欠した要部斜視図
【図８】　従来の食器洗い機の縦断面図
【図９】　同食器洗い機の要部斜視図
【符号の説明】
　２　洗浄槽
　５　吸込口
　７　洗浄ポンプ（ポンプ）
　１３　排水ポンプ（ポンプ）
　１６　フィルター
　１６ｂ　閉塞部
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食器を収容する洗浄槽と、前記
洗浄槽の底部に設けた排水孔と、前記排水孔の底面に設けられポンプに連通する、前記排
水孔より面積が小さい吸込口と、前記排水孔内に設けたフィルターとを備え、前記フィル
ターは、格子状のリブと前記吸込口に対応する位置に形成した閉塞部とを有し、格子状の
リブの下面と前記排水孔の底面との間に隙間を設けるように配設し、かつ、前記閉塞部に
有底略筒状のパイプ部を有し、前記パイプ部の下方部に略横方向へ開口しフィルターの上
下間を連通する孔を設けた

。ま 、フ

２ 食器を収容する洗浄槽と、前記洗浄槽の底部に
設けた排水孔と、前記排水孔の底面に設けられポンプに連通する、前記排水孔より面積が
小さい吸込口と、前記排水孔内に設けたフィルターとを備え、前記フィルターは、格子状
のリブと前記吸込口に対応する位置に形成した閉塞部とを有し、格子状のリブの下面と前
記排水孔の底面との間に隙間を設けるように配設し、かつ、前記 二
重のリング状の

た

また、請求項３に記載の発明によれば、フィルターは、排水孔の略全域を覆うように配
設したから、フィルターにて爪楊枝などの細長い異物を通過するのをより一層防ぐことが
できる。



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

(8) JP 3988471 B2 2007.10.10



フロントページの続き

    審査官  武井　健浩

(56)参考文献  特開平０５－０２３２７９（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－０３２９６２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１０４６９０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A47L  15/42

(9) JP 3988471 B2 2007.10.10


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

